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表適格消費者団体による訴えの提起（差止請求訴訟）

事業者による業務改善

●判決　　　●裁判上の和解

事業者による業務改善

適格消費者団体による当該事業者に対する書面での
事前請求（差止請求）(消費者契約法第41条)

事業者が不特定かつ多数の消費者に対して
消費者契約法等に違反する不当な行為を現
に行い又は行うおそれがあるとき

停止・予防(当該不当勧誘行為をしてはなら
ない、当該不当条項を内容とする契約を締
結してはならないなど）、停止・予防に必要
な措置(勧誘マニュアルの破棄など)

裁判外の和解

事業者による業務改善

「差止請求」って、
何だろう？

「差止請求」って、
何だろう？

さし　　  とめ            せい        きゅう

適格消費者団体が、「不当な勧誘」、「不当な契約
条項」、「不当な表示」などの、事業者の不当な行
為をやめるように求めることができる制度です。

● 差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣が認定した消費者団体です。
● 消費者の被害の未然防止・拡大防止を図る観点から、事業者の不当な行為に関し、
　差止請求をすることができます。

● 事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法などに違反する
　不当な行為を行っている、又は、行うおそれがあるときが対象です。

適格消費者団体が、事業者の不当な行為をやめるように求めます。
●不当な勧誘、不当な契約条項、不当な表示などを見つけたときは、本パンフレット裏面の
　適格消費者団体に情報提供をお願いします。
●適格消費者団体は寄せられた情報を基に調査・分析し、不当な行為があると判断した場合には、
　事業者に改善・中止を申し入れます。

消費者ホットライン188
イメージキャラクター

イヤヤン

消費者ホットライン188
イメージキャラクター  イヤヤン

内閣総理大臣認定

適格消費者団体

このパンフレットに関するお問合せは

令和３年２月

もっと知りたい方は消費者庁のウェブサイトへWeb

消費者庁  消費者団体訴訟制度

消費者被害の発生

適格消費者団体による
裁判外の交渉

差止めの対象 差止めの内容

※消費者契約法のほか、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に規定されています。

適格消費者団体とは？

差止請求の対象は？

契約書

キャンセルできない等と
記載した不当な契約条項

-50kg

飲むだけで痩せる！！

10,000円の商品90%OFF1,000円

10,000円の商品90%OFF1,000円
期
間
限
定
!!

外貨預金
今なら
年■■％

朗報！

実際より優れた内容であ
るかのような不当な表示

嘘を言う等の不当な勧誘

令和3年2月現在

※ ●は適格消費者団体を表します。
※ 地図上の所在地は、変わる場合があります。
※ 団体により、電話受付時間は異なります。
※ ◆印の３団体は、差止請求のほかに被害回復裁判手続も行うこ
　とができる特定適格消費者団体でもあります。

特定非営利活動法人　　　　　
えひめ消費者ネット　   　　　 FAX 089-987-3130

特定非営利活動法人　　　　　
消費者ネット広島　　 FAX 082-962-6182

特定非営利活動法人
消費者支援ネット北海道 FAX 011-221-5887❶
特定非営利活動法人
消費者市民ネットとうほく FAX 022-739-7477❷

特定非営利活動法人　　　　　 
佐賀消費者フォーラム　　   　 FAX 0952-37-9859
ＮＰＯ法人　　　　　　　　　 
消費者支援ネットくまもと　　 FAX 096-356-3119
特定非営利活動法人　　　　　 
大分県消費者問題ネットワーク FAX 097-521-2206

特定非営利活動法人　
消費者ネットおかやま　 FAX 086-230-6880

特定非営利活動法人　　　　　 
消費者支援機構福岡　　　   　 FAX 092-292-9302

特定非営利活動法人
消費者支援群馬ひまわりの会 FAX 0277-55-1429❹

特定非営利活動法人
とちぎ消費者リンク FAX 028-678-8000❸

特定非営利活動法人　
消費者機構日本 ◆  　　　   　 FAX 03-5216-6077❼

❺ 特定非営利活動法人
埼玉消費者被害をなくす会 ◆ FAX 048-829-7444

❻ 特定非営利活動法人　　　　　
消費者市民サポートちば　   　 FAX 043-239-6038

❽ 公益社団法人
全国消費生活相談員協会　   　 FAX 03-5614-0743

❾ 特定非営利活動法人　　　　　
消費者支援かながわ　　　   　 FAX 045-349-9267

 特定非営利活動法人　　　　　
消費者支援ネットワークいしかわ　 FAX 076-254-6744

 特定非営利活動法人　　　　　
消費者被害防止ネットワーク東海　 FAX 052-734-8108

 特定非営利活動法人　
京都消費者契約ネットワーク　 FAX 075-746-5207

 特定非営利活動法人　　　　　
消費者支援機構関西 ◆  　   　 FAX 06-6945-0730

 特定非営利活動法人　　　　　
ひょうご消費者ネット　　   　

TEL 078-361-7201

TEL 089-987-3101

TEL 082-962-6181

TEL 011-221-5884

TEL 022-727-9123

TEL 0952-37-9839

TEL 096-356-3110

TEL 097-521-2206

TEL 086-230-1316

TEL 092-292-9301

TEL 0277-55-1400

TEL 028-678-8000

TEL 03-5212-3066

TEL 048-844-8972

TEL 043-239-6037

TEL 03-5614-0543

TEL 045-349-9729

TEL 076-254-6733

TEL 052-734-8107

TEL 075-211-5920

TEL 06-6945-0729

FAX 078-361-7205

❶

❷











❸❹

❾





❽❼

❻
❾



適格消費者団体による適格消費者団体による

不当な勧誘、不当な契約条項、不当な表示などを見つけたら、
適格消費者団体に情報提供をお願いします。

消費者が適格消費者団体へ情報提供

差止請求の流れ
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事業者による業務改善

●判決　　　●裁判上の和解

事業者による業務改善

適格消費者団体による当該事業者に対する書面での
事前請求（差止請求）(消費者契約法第41条)

事業者が不特定かつ多数の消費者に対して
消費者契約法等に違反する不当な行為を現
に行い又は行うおそれがあるとき

停止・予防(当該不当勧誘行為をしてはなら
ない、当該不当条項を内容とする契約を締
結してはならないなど）、停止・予防に必要
な措置(勧誘マニュアルの破棄など)

裁判外の和解

事業者による業務改善

●不当な勧誘、不当な契約条項、不当な表示などを見つけたときは、本パンフレット裏面の
　適格消費者団体に情報提供をお願いします。
●適格消費者団体は寄せられた情報を基に調査・分析し、不当な行為があると判断した場合には、
　事業者に改善・中止を申し入れます。

消費者被害の発生

適格消費者団体による
裁判外の交渉

差止めの対象 差止めの内容

消費者が適格消費者団体へ情報提供

差止請求の流れ



カギ

契
約

薬効を示したチラシ

中古自動車販売 中古自動車売買の契約条項に関する差止め

事
例
の
概
要

中古自動車販売業の業界団体が会員企業に利用を促進していた売買注文
書に、以下の「特約事項」が使用されていた事例。
❶販売者が注文書の注文に応じられないと判断した場合、注文を拒絶され
　ても注文者は異議を述べないものとします。この場合、注文時に渡され
　た注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。
❷注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常
　生じる範囲のものに限り、販売者に損害を賠償するものとします。

改
善
の
概
要

「特約事項」は以下のとおり変更されました。
❶販売者が注文書の注文に応じられないと判断した場合、販売者は注文を拒絶することができ、契約は不成立と
　なります。この場合、注文時に渡された注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。
❷注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常生じる範囲のものに限り、販売者に損害を
　賠償するものとします（注文者の故意・過失に基づかない場合を除く）。

case
5

適格消費者団体による差止請求の例

販売者が注文を
一方的に拒絶しても、
注文者は異議を
述べないものとする規定

事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効（消費者契約法８条１項３号）

やっぱり
注文を拒否します！
特約事項のとおり
異議は
受け付けません！

えっ！そんな～
いろいろ
準備したのに…

不動産賃貸 建物賃貸借契約書における後見開始等を理由とする
契約解除に対する差止め

事
例
の
概
要

事業者が不動産賃貸借契約に用いていた以下の契約条項が使用されてい
た事例。
賃借人に、次の各号のいずれかの事由が該当するときは、賃貸人は、直ち
に本契約を解除できる。
　●（中略）
　●解散、破産、民事再生、会社整理、会社更生、競売、仮差押、仮処分、
　　強制執行、成年被後見人、被保佐人の宣告や申し立てを受けたとき。

改
善
の
概
要

裁判で、本件条項のうち成年被後見人及び被保佐人の宣告や申し立てを解除事由とする点については
使用差止めが認められ、事業者は上記条項の使用を停止しました。
※平成30年の消費者契約法改正により、後見開始等を理由とする消費者契約の解除は無効とされました。

case
6

賃借人の後見が開始された場合、
直ちに賃貸借契約を解除できる
とする規定

消費者の利益を一方的に害する条項の無効（消費者契約法10条）

民法よりも賃借人に不利な解除
事由を定めており、賃借人の居住
権を侵害する程度が大きいこと
から消費者の利益を一方的に害
し消費者契約法に抵触するとし
て差止請求がなされた。

差止請求の概要（裁判）

規約どおり
賃貸借契約を
解除しま～す

そんな
一方的な！

水道工事 水道工事のクーリング・オフ妨害に関する差止め

事
例
の
概
要

●水道工事事業者が、訪問販売の方法により消費者との間で上下水道工事
　の請負契約を締結する際、消費者のクーリング・オフ（申込みの撤回や契
　約の解除）を妨げるため、消費者から電話で要請された工事の範囲を超え
　ないときは、原則としてクーリング・オフの対象にならない旨を消費者に説
　明した（以下「本件告知」という）
●契約締結後に、クーリング・オフを妨げるため、クーリング・オフの意思を示
　した消費者を威迫して困惑させる行為（以下「本件行為」という）がなされ
　たとされる
事例。

改
善
の
概
要

裁判上の和解が成立し、本件事業者が消費者に対し本件告知をしないこと、
また契約締結後に本件行為をしないこととされました。

case
3

クーリング・オフを妨げるため、
クーリング・オフの適用はない
旨を告げること

不実告知（特定商取引法６条１項５号）

本件告知は、特定商取引法が禁止す
る不実告知（虚偽の説明を行うこと）
に当たり、本件行為は、同法が禁止す
る威迫して困惑させる行為に当たると
して、これらの行為を行わないよう差
止請求がなされた。

差止請求の概要（裁判）

クーリング・オフの
対象になりません！

ファンクラブ ファンクラブの会員規約を予告なく変更できる等とする
条項に対する差止め

事
例
の
概
要

芸能事務所が運営するファンクラブの会員規約に、以下のような条項が使用
されていた事例。
❶予告なく一方的に規約変更することができ、変更された規約は
　閲覧可能となった時点で効力を有する。
❷一方的な強制退会を定め、事業者が一切免責される。
❸退会・資格喪失の理由を問わず、年会費を一切返還しない。

改
善
の
概
要

当該会員規約は、以下のとおり変更されました。
❶規約の変更は本規約の目的に反しない範囲でなされ、変更内容や変更後の効力発生時期をあらかじめ会員に
　周知する。
❷強制退会に該当する行為が限定され、事業者の免責範囲も限定する。
❸明らかな事業者側の事由での退会については、返金等を含めた運用を検討する。

case
4

支払済みの年会費は
理由の如何を問わず
返還しないとする規定

平均的損害を超える違約金条項の無効（消費者契約法９条１号）

突然、
退会処分にされた
けど、年会費は
返ってきますか？

規約に記載のとおり、
支払済みの
年会費は
返還できません！

健康食品販売 特定の薬効が期待できると消費者を誤認させる
健康食品の広告表示に関する差止め

事
例
の
概
要

折込チラシに、医薬品ではない食品（クロレラ）について、次のように薬効が
あるかのような表示がなされていた事例。
　●「クロレラ(C.G.F.)　おもな効用　・排毒・解毒作用　・高血圧、動脈　
　　 硬化の予防」　

　●「クロレラは薬効のある食品」
　●体験談の形式を用いて「腰部脊柱管狭窄症(お尻からつま先までの痛　
　　み、シビレ)」「肺気腫」「自律神経失調症・高血圧」「腰痛・坐骨神経　
　　痛」「糖尿病」…「前立腺ガン」が改善されると表示

改
善
の
概
要

裁判では、これらの表示は景品表示法上の「優良誤認表示」（商品等が実際のものや事実に相違して
著しく優良であると一般消費者に誤認される表示）に当たるとされ、本件事業者は上記表示を含む
チラシの配布を取りやめました。

case
1

医薬品ではない
健康食品について、
薬効を表示したチラシの配布

不当な表示 [優良誤認表示]（景品表示法５条１号）

当該表示はその品質が実際のものよ
りも著しく優良であると誤認される表
示であり、品質が事実と異なることを
告げるものであるとして、差止請求が
なされた。

差止請求の概要（裁判）

効き目があるなら
買ってみよう

エステサロン エステティック契約における勧誘場所からの
退去妨害と中途解約妨害に関する差止め

事
例
の
概
要

●エステサロンが、契約の勧誘をする際、勧誘した消費者が勧誘場所から退
　去したいと申し出たにもかかわらず退去をさせない行為（以下「本件妨害
　行為」という）
●契約を締結した消費者に対し、中途解約ができるにもかかわらず、サービ
　スの有効期限が満了しているなどとして中途解約に応じない行為（以下
　「本件行為」という）
が行われていたとされる事例。

改
善
の
概
要

エステサロン側は、従業員に対し、勧誘の際の退去妨害は行わないよう指導し、
また、契約時に強引な勧誘や不実告知など不当な行為があった場合には、
有効期限が満了している未消化サービス分の返金を行い、本件行為を行わないよう指導を行いました。

case
2

事業者の販売店等において、
消費者が帰りたい旨を
明確に告げているのに勧誘を続け、
勧誘場所から退去させないこと

退去妨害（消費者契約法４条３項２号）

本件妨害行為は消費者契約法が定め
る退去妨害に当たり、さらに本件行為
は特定商取引法が禁ずる契約の解除
に関する不実告知（虚偽の説明を行
うこと）に当たるとして、差止請求がな
された。

差止請求の概要（裁判外）

もう
帰ります

いやいや、
こちらは
いかがですか？

クーリング・オフ
できないのかぁ

差止請求の概要（裁判外）

❶は消費者の利益を一方的に害して
おり、❷は債務不履行責任及び不法
行為責任を免除しており、❸は平均
的損害を超える損害賠償の予定又
は違約金を定めており、いずれも消費
者契約法に抵触するとして、❶から❸
の条項の差止請求がなされた。

差止請求の概要（裁判外）

❶は不法行為責任を免除し、消
費者の責任を加重している点、
❷は消費者の責任を加重してい
る点が消費者契約法に抵触する
として、差止請求がなされた。

規約

会
員
証
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契
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薬効を示したチラシ

中古自動車販売 中古自動車売買の契約条項に関する差止め

事
例
の
概
要

中古自動車販売業の業界団体が会員企業に利用を促進していた売買注文
書に、以下の「特約事項」が使用されていた事例。
❶販売者が注文書の注文に応じられないと判断した場合、注文を拒絶され
　ても注文者は異議を述べないものとします。この場合、注文時に渡され
　た注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。
❷注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常
　生じる範囲のものに限り、販売者に損害を賠償するものとします。

改
善
の
概
要

「特約事項」は以下のとおり変更されました。
❶販売者が注文書の注文に応じられないと判断した場合、販売者は注文を拒絶することができ、契約は不成立と
　なります。この場合、注文時に渡された注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。
❷注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常生じる範囲のものに限り、販売者に損害を
　賠償するものとします（注文者の故意・過失に基づかない場合を除く）。

case
5

適格消費者団体による差止請求の例

販売者が注文を
一方的に拒絶しても、
注文者は異議を
述べないものとする規定

事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効（消費者契約法８条１項３号）

やっぱり
注文を拒否します！
特約事項のとおり
異議は
受け付けません！

えっ！そんな～
いろいろ
準備したのに…

不動産賃貸 建物賃貸借契約書における後見開始等を理由とする
契約解除に対する差止め

事
例
の
概
要

事業者が不動産賃貸借契約に用いていた以下の契約条項が使用されてい
た事例。
賃借人に、次の各号のいずれかの事由が該当するときは、賃貸人は、直ち
に本契約を解除できる。
　●（中略）
　●解散、破産、民事再生、会社整理、会社更生、競売、仮差押、仮処分、
　　強制執行、成年被後見人、被保佐人の宣告や申し立てを受けたとき。

改
善
の
概
要

裁判で、本件条項のうち成年被後見人及び被保佐人の宣告や申し立てを解除事由とする点については
使用差止めが認められ、事業者は上記条項の使用を停止しました。
※平成30年の消費者契約法改正により、後見開始等を理由とする消費者契約の解除は無効とされました。

case
6

賃借人の後見が開始された場合、
直ちに賃貸借契約を解除できる
とする規定

消費者の利益を一方的に害する条項の無効（消費者契約法10条）

民法よりも賃借人に不利な解除
事由を定めており、賃借人の居住
権を侵害する程度が大きいこと
から消費者の利益を一方的に害
し消費者契約法に抵触するとし
て差止請求がなされた。

差止請求の概要（裁判）

規約どおり
賃貸借契約を
解除しま～す

そんな
一方的な！

水道工事 水道工事のクーリング・オフ妨害に関する差止め

事
例
の
概
要

●水道工事事業者が、訪問販売の方法により消費者との間で上下水道工事
　の請負契約を締結する際、消費者のクーリング・オフ（申込みの撤回や契
　約の解除）を妨げるため、消費者から電話で要請された工事の範囲を超え
　ないときは、原則としてクーリング・オフの対象にならない旨を消費者に説
　明した（以下「本件告知」という）
●契約締結後に、クーリング・オフを妨げるため、クーリング・オフの意思を示
　した消費者を威迫して困惑させる行為（以下「本件行為」という）がなされ
　たとされる
事例。

改
善
の
概
要

裁判上の和解が成立し、本件事業者が消費者に対し本件告知をしないこと、
また契約締結後に本件行為をしないこととされました。

case
3

クーリング・オフを妨げるため、
クーリング・オフの適用はない
旨を告げること

不実告知（特定商取引法６条１項５号）

本件告知は、特定商取引法が禁止す
る不実告知（虚偽の説明を行うこと）
に当たり、本件行為は、同法が禁止す
る威迫して困惑させる行為に当たると
して、これらの行為を行わないよう差
止請求がなされた。

差止請求の概要（裁判）

クーリング・オフの
対象になりません！

ファンクラブ ファンクラブの会員規約を予告なく変更できる等とする
条項に対する差止め

事
例
の
概
要

芸能事務所が運営するファンクラブの会員規約に、以下のような条項が使用
されていた事例。
❶予告なく一方的に規約変更することができ、変更された規約は
　閲覧可能となった時点で効力を有する。
❷一方的な強制退会を定め、事業者が一切免責される。
❸退会・資格喪失の理由を問わず、年会費を一切返還しない。

改
善
の
概
要

当該会員規約は、以下のとおり変更されました。
❶規約の変更は本規約の目的に反しない範囲でなされ、変更内容や変更後の効力発生時期をあらかじめ会員に
　周知する。
❷強制退会に該当する行為が限定され、事業者の免責範囲も限定する。
❸明らかな事業者側の事由での退会については、返金等を含めた運用を検討する。

case
4

支払済みの年会費は
理由の如何を問わず
返還しないとする規定

平均的損害を超える違約金条項の無効（消費者契約法９条１号）

突然、
退会処分にされた
けど、年会費は
返ってきますか？

規約に記載のとおり、
支払済みの
年会費は
返還できません！

健康食品販売 特定の薬効が期待できると消費者を誤認させる
健康食品の広告表示に関する差止め

事
例
の
概
要

折込チラシに、医薬品ではない食品（クロレラ）について、次のように薬効が
あるかのような表示がなされていた事例。
　●「クロレラ(C.G.F.)　おもな効用　・排毒・解毒作用　・高血圧、動脈　
　　 硬化の予防」　

　●「クロレラは薬効のある食品」
　●体験談の形式を用いて「腰部脊柱管狭窄症(お尻からつま先までの痛　
　　み、シビレ)」「肺気腫」「自律神経失調症・高血圧」「腰痛・坐骨神経　
　　痛」「糖尿病」…「前立腺ガン」が改善されると表示

改
善
の
概
要

裁判では、これらの表示は景品表示法上の「優良誤認表示」（商品等が実際のものや事実に相違して
著しく優良であると一般消費者に誤認される表示）に当たるとされ、本件事業者は上記表示を含む
チラシの配布を取りやめました。

case
1

医薬品ではない
健康食品について、
薬効を表示したチラシの配布

不当な表示 [優良誤認表示]（景品表示法５条１号）

当該表示はその品質が実際のものよ
りも著しく優良であると誤認される表
示であり、品質が事実と異なることを
告げるものであるとして、差止請求が
なされた。

差止請求の概要（裁判）

効き目があるなら
買ってみよう

エステサロン エステティック契約における勧誘場所からの
退去妨害と中途解約妨害に関する差止め

事
例
の
概
要

●エステサロンが、契約の勧誘をする際、勧誘した消費者が勧誘場所から退
　去したいと申し出たにもかかわらず退去をさせない行為（以下「本件妨害
　行為」という）
●契約を締結した消費者に対し、中途解約ができるにもかかわらず、サービ
　スの有効期限が満了しているなどとして中途解約に応じない行為（以下
　「本件行為」という）
が行われていたとされる事例。

改
善
の
概
要

エステサロン側は、従業員に対し、勧誘の際の退去妨害は行わないよう指導し、
また、契約時に強引な勧誘や不実告知など不当な行為があった場合には、
有効期限が満了している未消化サービス分の返金を行い、本件行為を行わないよう指導を行いました。

case
2

事業者の販売店等において、
消費者が帰りたい旨を
明確に告げているのに勧誘を続け、
勧誘場所から退去させないこと

退去妨害（消費者契約法４条３項２号）

本件妨害行為は消費者契約法が定め
る退去妨害に当たり、さらに本件行為
は特定商取引法が禁ずる契約の解除
に関する不実告知（虚偽の説明を行
うこと）に当たるとして、差止請求がな
された。

差止請求の概要（裁判外）

もう
帰ります

いやいや、
こちらは
いかがですか？

クーリング・オフ
できないのかぁ

差止請求の概要（裁判外）

❶は消費者の利益を一方的に害して
おり、❷は債務不履行責任及び不法
行為責任を免除しており、❸は平均
的損害を超える損害賠償の予定又
は違約金を定めており、いずれも消費
者契約法に抵触するとして、❶から❸
の条項の差止請求がなされた。

差止請求の概要（裁判外）

❶は不法行為責任を免除し、消
費者の責任を加重している点、
❷は消費者の責任を加重してい
る点が消費者契約法に抵触する
として、差止請求がなされた。

規約

会
員
証



カギ

契
約

中古自動車販売 中古自動車売買の契約条項に関する差止め

事
例
の
概
要

中古自動車販売業の業界団体が会員企業に利用を促進していた売買注文
書に、以下の「特約事項」が使用されていた事例。
❶販売者が注文書の注文に応じられないと判断した場合、注文を拒絶され
　ても注文者は異議を述べないものとします。この場合、注文時に渡され
　た注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。
❷注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常
　生じる範囲のものに限り、販売者に損害を賠償するものとします。

改
善
の
概
要

「特約事項」は以下のとおり変更されました。
❶販売者が注文書の注文に応じられないと判断した場合、販売者は注文を拒絶することができ、契約は不成立と
　なります。この場合、注文時に渡された注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。
❷注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常生じる範囲のものに限り、販売者に損害を
　賠償するものとします（注文者の故意・過失に基づかない場合を除く）。

case
5

販売者が注文を
一方的に拒絶しても、
注文者は異議を
述べないものとする規定

事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効（消費者契約法８条１項３号）

やっぱり
注文を拒否します！
特約事項のとおり
異議は
受け付けません！

えっ！そんな～
いろいろ
準備したのに…

不動産賃貸 建物賃貸借契約書における後見開始等を理由とする
契約解除に対する差止め

事
例
の
概
要

事業者が不動産賃貸借契約に用いていた以下の契約条項が使用されてい
た事例。
賃借人に、次の各号のいずれかの事由が該当するときは、賃貸人は、直ち
に本契約を解除できる。
　●（中略）
　●解散、破産、民事再生、会社整理、会社更生、競売、仮差押、仮処分、
　　強制執行、成年被後見人、被保佐人の宣告や申し立てを受けたとき。

改
善
の
概
要

裁判で、本件条項のうち成年被後見人及び被保佐人の宣告や申し立てを解除事由とする点については
使用差止めが認められ、事業者は上記条項の使用を停止しました。
※平成30年の消費者契約法改正により、後見開始等を理由とする消費者契約の解除は無効とされました。

case
6

賃借人の後見が開始された場合、
直ちに賃貸借契約を解除できる
とする規定

消費者の利益を一方的に害する条項の無効（消費者契約法10条）

民法よりも賃借人に不利な解除
事由を定めており、賃借人の居住
権を侵害する程度が大きいこと
から消費者の利益を一方的に害
し消費者契約法に抵触するとし
て差止請求がなされた。

差止請求の概要（裁判）

規約どおり
賃貸借契約を
解除しま～す

そんな
一方的な！

差止請求の概要（裁判外）

❶は不法行為責任を免除し、消
費者の責任を加重している点、
❷は消費者の責任を加重してい
る点が消費者契約法に抵触する
として、差止請求がなされた。



概
要
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
（
消
費
者
庁
）
に
よ
る
公
表適格消費者団体による訴えの提起（差止請求訴訟）

事業者による業務改善

●判決　　　●裁判上の和解

事業者による業務改善

適格消費者団体による当該事業者に対する書面での
事前請求（差止請求）(消費者契約法第41条)

事業者が不特定かつ多数の消費者に対して
消費者契約法等に違反する不当な行為を現
に行い又は行うおそれがあるとき

停止・予防(当該不当勧誘行為をしてはなら
ない、当該不当条項を内容とする契約を締
結してはならないなど）、停止・予防に必要
な措置(勧誘マニュアルの破棄など)

裁判外の和解

事業者による業務改善

「差止請求」って、
何だろう？

「差止請求」って、
何だろう？

さし　　  とめ            せい        きゅう

適格消費者団体が、「不当な勧誘」、「不当な契約
条項」、「不当な表示」などの、事業者の不当な行
為をやめるように求めることができる制度です。

● 差止請求を行うのに必要な適格性を有するとして、内閣総理大臣が認定した消費者団体です。
● 消費者の被害の未然防止・拡大防止を図る観点から、事業者の不当な行為に関し、
　差止請求をすることができます。

● 事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法などに違反する
　不当な行為を行っている、又は、行うおそれがあるときが対象です。

適格消費者団体が、事業者の不当な行為をやめるように求めます。
●不当な勧誘、不当な契約条項、不当な表示などを見つけたときは、本パンフレット裏面の
　適格消費者団体に情報提供をお願いします。
●適格消費者団体は寄せられた情報を基に調査・分析し、不当な行為があると判断した場合には、
　事業者に改善・中止を申し入れます。

消費者ホットライン188
イメージキャラクター

イヤヤン

消費者ホットライン188
イメージキャラクター  イヤヤン

内閣総理大臣認定

適格消費者団体

このパンフレットに関するお問合せは

令和３年２月

もっと知りたい方は消費者庁のウェブサイトへWeb

消費者庁  消費者団体訴訟制度

消費者被害の発生

適格消費者団体による
裁判外の交渉

差止めの対象 差止めの内容

※消費者契約法のほか、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に規定されています。

適格消費者団体とは？

差止請求の対象は？

契約書

キャンセルできない等と
記載した不当な契約条項

-50kg

飲むだけで痩せる！！

10,000円の商品90%OFF1,000円

10,000円の商品90%OFF1,000円
期
間
限
定
!!

外貨預金
今なら
年■■％

朗報！

実際より優れた内容であ
るかのような不当な表示

嘘を言う等の不当な勧誘

令和3年2月現在

※ ●は適格消費者団体を表します。
※ 地図上の所在地は、変わる場合があります。
※ 団体により、電話受付時間は異なります。
※ ◆印の３団体は、差止請求のほかに被害回復裁判手続も行うこ
　とができる特定適格消費者団体でもあります。

特定非営利活動法人　　　　　
えひめ消費者ネット　   　　　 FAX 089-987-3130

特定非営利活動法人　　　　　
消費者ネット広島　　 FAX 082-962-6182

特定非営利活動法人
消費者支援ネット北海道 FAX 011-221-5887❶
特定非営利活動法人
消費者市民ネットとうほく FAX 022-739-7477❷

特定非営利活動法人　　　　　 
佐賀消費者フォーラム　　   　 FAX 0952-37-9859
ＮＰＯ法人　　　　　　　　　 
消費者支援ネットくまもと　　 FAX 096-356-3119
特定非営利活動法人　　　　　 
大分県消費者問題ネットワーク FAX 097-521-2206

特定非営利活動法人　
消費者ネットおかやま　 FAX 086-230-6880

特定非営利活動法人　　　　　 
消費者支援機構福岡　　　   　 FAX 092-292-9302

特定非営利活動法人
消費者支援群馬ひまわりの会 FAX 0277-55-1429❹

特定非営利活動法人
とちぎ消費者リンク FAX 028-678-8000❸

特定非営利活動法人　
消費者機構日本 ◆  　　　   　 FAX 03-5216-6077❼

❺ 特定非営利活動法人
埼玉消費者被害をなくす会 ◆ FAX 048-829-7444

❻ 特定非営利活動法人　　　　　
消費者市民サポートちば　   　 FAX 043-239-6038

❽ 公益社団法人
全国消費生活相談員協会　   　 FAX 03-5614-0743

❾ 特定非営利活動法人　　　　　
消費者支援かながわ　　　   　 FAX 045-349-9267

 特定非営利活動法人　　　　　
消費者支援ネットワークいしかわ　 FAX 076-254-6744

 特定非営利活動法人　　　　　
消費者被害防止ネットワーク東海　 FAX 052-734-8108

 特定非営利活動法人　
京都消費者契約ネットワーク　 FAX 075-746-5207

 特定非営利活動法人　　　　　
消費者支援機構関西 ◆  　   　 FAX 06-6945-0730

 特定非営利活動法人　　　　　
ひょうご消費者ネット　　   　

TEL 078-361-7201

TEL 089-987-3101

TEL 082-962-6181

TEL 011-221-5884

TEL 022-727-9123

TEL 0952-37-9839

TEL 096-356-3110

TEL 097-521-2206

TEL 086-230-1316

TEL 092-292-9301

TEL 0277-55-1400

TEL 028-678-8000

TEL 03-5212-3066

TEL 048-844-8972

TEL 043-239-6037

TEL 03-5614-0543

TEL 045-349-9729

TEL 076-254-6733

TEL 052-734-8107

TEL 075-211-5920

TEL 06-6945-0729

FAX 078-361-7205

❶

❷











❸❹

❾





❽❼

❻
❾



適格消費者団体による適格消費者団体による

不当な勧誘、不当な契約条項、不当な表示などを見つけたら、
適格消費者団体に情報提供をお願いします。

消費者が適格消費者団体へ情報提供

差止請求の流れ


